


今畑棚田で農村交流体験イベントを年間2回開催し、年間60人の参加者を確保

する。 地区民や地区を離れた旧住民にも参加を呼びかける。

（現状 現在イベント未実施のため集客は0人）

令和6年度までに今畑棚田米（もち米）の加工品（よもぎ餅）の販売を1 5 0キ

ロに増量する。 （現状 0キロ）

棚田地域の話題、 情報提供を常に心掛け、 ケ ーブルテレビ、 新聞社、 町の広報

への掲載をめざす。 棚田振典の取組を広くPRする。 4つの棚田集落で協力して

年間2回の紙面等メディアヘの採用をめざす。

3 計画期間

認定の月～令和7年3月31日

4 各年度において行う指定棚田地域振典活動の内容及び実施主体に関する事項

(1)指定棚田地域振典活動の内容

以下の指定棚田地域振興活動について、 別添2の工程表に基づき実施することと

する。

① 棚田等の保全

・担い手の確保

今畑棚田の保全に取り組む人数の8人を維持する。 令和3年度から目標の1人増

をめざして声掛けを行う。 令和6年度まで9人に増加させる。

法花寺棚田の保全に取り組む人数の6人を令和6年度まで維持する。

城山棚田の保全に取り組む人数の9人を令和6年度まで維持する。

清水棚田の保全に取り組む人数の16名を令和6年度まで維持する。

・耕作放棄の防止 ・ 削減

棚田振興を念頭に令和6年度末まで総棚田面積 243,704面を維持する。

各集落においては、 今畑棚田は現状の棚田面積 54,530吋、 法花寺棚田は現状の棚

田面積 42,152面、 城山棚田は現状の棚田面積 38,927 rrf, 清水棚田は現状の棚田

面積 108,095面をそれぞれ維持する。

・荒廃農地の復旧

既に荒廃農地化した水田 (4枚約8,000 rrfりを令和6年度までに整地する。

各棚田集落で取組を行い、 各棚田集落で1枚の整地を目標とする。

• 生産性 ・ 付加価値の向上

日出町農林水産課が新しく取得するドロ ー ンの試験会場として協力するととも

に、 令和3年度から令和6年度の間、 4つの棚田集落において毎年現地調査を実

施( 4年X4集落）する。 同時にドロー ンに対しての知識、 ノウハウを棚田集落で

蓄積し、 ドロー ンの導入（防除など）について、 4つの棚田集落において検討を

行う。 （検討は年1回）

② 棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持•発揮

・農産物の供給の促進

現在ブランド米としの作付けはないが、今後はブランド米としての販売を視野に

入れ、 新たに「今畑棚田米（ひかり新世紀）」と銘打った米の作付けを、 令和6






